
  

  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

日 曜 行 事 予 定 

5 金 入園式 始業式 バス運行開始  

8 月 新入園児慣らし保育（～12日） 

12 金 布団持ち帰り日（こあら組・ぱんだ組・進級児のみ） 

15 月 通常保育開始 

19 金 布団持ち帰り日（うさぎ組・進級児のみ） 

22 月 身体測定（きりん・ぞう組）     

23 火 身体測定（ひよこ・こあら・ぱんだ・うさぎ組） 

25 木 避難訓練・安全点検日 

26 金 
誕生会  

布団持ち帰り日（きりん組・進級児のみ） 

29 月 昭和の日 

めざす子ども像 

・自然に親しむ子 

・友だちを大切にする子 

・外で元気に遊ぶ子 

令和 6 年 4月 5日 

認定こども園いくさと 

TEL(８２)４３８０ 

FAX(８２)４４２０ 

 

 

２０２３年１２月、子どもの育ちに係る国の重要な施策が閣議決定されました。「こど

もまんなか社会」の実現に向け、「こども基本法」の理念に則り、「幼児期までのこどもの

育ちに係る基本的なビジョン（はじめの１００ヶ月の育ちビジョン）」で、５つのビジョン

が示されています。①こども基本法に則り、育ちの質を保障する。②「安心と挑戦の循

環」を通して、こどものウェルビーイングを高める。乳幼児の育ちには「アタッチメント

（愛着）」（安心）の形成と豊かな「遊びと体験」（挑戦）が不可欠である。③「子どもの誕

生前」から切れ目なく育ちを考える。《はじめの１００ヶ月：母親の妊娠期から園小接続期

の重要な時期（いわゆる５歳児～小１）までがおおむね９４～１０６ヶ月であり、これら

の重要な時期》④保護者・養育者のウェルビーイングと成長の支援・応援をする。子ども

が幸せであるために、「保護者・養育者」が子育てに喜びを感じられることが強調されてい

ます。⑤子どもの育ちを支える環境や社会の厚みを増す。社会の情勢変化を踏まえ、こど

もの育ちを支える工夫が必要である。 

以上、ワクワクドキドキするような５つのビジョンが示されていますが、肝要なのは地

元の兵庫県・丹波市の自治体から希望が持てる政策が打ち出されるかどうかですね。 

《※ｳｪﾙﾋﾞｰｲﾝｸﾞ：心身ともに満たされた状態》 

年度末に実施した各種アンケートを元に、関係者評価結果としてＨＰに載せています。

ご覧ください。新たな職員合わせて、５４名で（産休・育休８名含む）目の前の子どもた

ちの育ちに全力で取り組んで参ります。よろしくお願いいたします。 

苦情解決の仕組みについて 

氷上町福祉会では、利用者からの苦情や要望を聞き、より良い解決を図る仕組みがあります。各園の副園長が窓口となります。また、玄関に設置しています受

付箱にて、随時受け付けておりますので、お気づきの事があれば、遠慮なく申し出ていただき、お気軽にご利用ください。 

 今後とも、安心して登園できる園作りを目指して、努力をしてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

お知らせとお願い 

✿新入園児は、8日（月）～12日（金）まで慣らし保育をさせていただきます。 

給食を食べて 11時 30分に帰りますので、お迎えをお願いします。 

✿登降園時は、IC カードでの入力をお願いいたします。忘れた場合は、事務所までご

連絡ください。 

＊土曜日保育・・・6日・13日・20日・27日 

＊貯金口座引落日（JA・中信）・・・30日 

5月の予定（保護者の参加を要するもの） 

・個別懇談会…ぞう組（5歳児）5/7（火）～5/10（金） 

・保育参観日…5/28（火）29（水）【詳細は後日お知らせします】 


